
循環型社会について
令和元(201９)年度かしこい消費者講座

令和元(201９)年11月５日（火）

栃木県環境森林部廃棄物対策課
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１ 循環型社会とは
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循環型社会とは

①製品等が廃棄物となることが抑制され、

②製品等が循環資源となった場合は、その
適正かつ循環的な利用が促進され、

③循環的な利用が行われない循環資源につ
いては適正な処分が確保され、

「天然資源の消費を抑制」し、
「環境への負荷ができる限り低減」される社会

循環型社会形成推進基本法より
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循環型社会実現のための取組の優先順位

消費・使用

廃棄

生産（製造、流通等）

天然資源投入

処理（再生、焼却等）

最終処分（埋立）

天然資源の消費の抑制

１番目 ： 廃棄物等の
発生抑制

２番目 ： 再使用

３番目 ： 再生利用

４番目 ： サーマルリサイクル
熱回収
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５番目 ： 適正処分



２ ごみに関わる
トピックス
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ごみに関わるトピックス
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〇プラスチックごみ問題

〇食品ロス問題

〇無許可業者への家電引渡し問題
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プラスチックごみ問題

H30(2018).9.1 下野新聞
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食品ロス問題

出典：環境省

世界の
食糧援助量

約 380 万トン 年間
約 ６４３ 万トン
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無許可業者への家電引渡し問題

出典：環境省ＨＰ



プラスチックごみ問題



プラスチックごみ問題

H30(2018).10.23 下野新聞

H30(2018).8.30 毎日新聞



プラスチックごみ問題

出典：中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会（第２回） 資料より



プラスチックごみ問題



国の取組

○プラスチック資源循環戦略の策定
・使い捨てのプラスチックのリデュース等の徹底
・効果的・効率的で持続可能なリサイクルの促進
・再生材・バイオプラスチックの利用促進

○プラスチック・スマートキャンペーンの展開
・「プラスチックとの賢い付き合い方」を全国的に推進
し、国内外に発信



県の取組①

○栃木からの森里川湖（もりさとかわうみ）プラごみゼロ宣言

プラスチックごみ対策の一層の強化のため、県及び県
内全25市町による宣言を実施
⇒「オール栃木体制」での取組促進





県の取組②

○県庁deシェアバッグ
本庁内の買い物で、エコバッグを無料貸出
⇒レジ袋の使用削減及びマイバッグ持参の習慣化
⇒不要なエコバッグを有効活用（リユース・シェア）



県の取組③

○生分解性ストローの実証事業
生分解性ストローを25市町104店舗に配布し、使用感

や今後の取扱い意向を調査



受講者の皆さまへのお願い

○３R（リデュース、リユース、リサイクル）のほか、
リシンク（必要か考える）、リフューズ（不必要なもの
は断る）、リファイン（分別する）のプラス３Rを意識

○とちぎの環境美化県民運動への参加
・ポイ捨てはダメ！ゼッタイ！



レジ袋の削減



なぜレジ袋削減？？

レジ袋を削減すると、

ごみの減量化、地球温暖化の防止につながります。

全国のレジ袋の年間消費量：約300億枚※

⇒栃木県のレジ袋年間消費量は約4億7千万枚と推計
※出展:環境省ＨＰ H18年当時



ごみの減量化、地球温暖化の防止だけではなく、

ライフスタイルを「環境にやさしいもの」に変える

きっかけとなります。

環境への負荷の低減に資するとともに、

環境問題に関する県民意識の高揚につなげる取組

なぜレジ袋削減？？



マイバッグキャンペーン

キャンペーンポスター

「環境にやさしい買物をしましょう」

をサブテーマに

「マイバッグの持参」

の取組強化を図るキャンペーン



マイバッグキャンペーン

キャンペーンポスター

○消費者

・買い物にはマイバッグを持参

・ レジ袋や過剰包装を辞退

・ 環境にやさしい商品を購入

⇒受講者の皆様には、これら取組の呼

びかけに御協力ください。



最後に

レジ袋削減には、

レジ袋無料配布中止店等の取組に対する

皆様のご理解、ご協力が必要です！

身近なところから

～ に御協力を～



ごみの分別について
（容器包装リサイクル）



家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合(容積比)

出展：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査の概要(平成29年度)」

削減・リサイクル
が重要!!

容器包装が
半分以上を占める

容器包装
５４．７％



容器包装リサイクル法の概要

【製造・販売事業者】
リサイクルする
義務を負う

【消費者】
リサイクルされるよう、
分別排出等に協力する

【市町村】
リサイクルされるよう、
分別収集等に協力する



容器包装リサイクル法の対象

出展：環境省 HP

注意！
分別排出ルールは

市町ごとに異なります!!



分別排出方法の違い（一例）

＜白色トレイとその他のプラスチック＞
分別が必要な市町と分別が不要な市町と
白色トレイを含めプラスチック容器を分別収集していない市町が
ある

＜ペットボトル＞
キャップとラベルの両方を外して潰さなければならない市町と
キャップのみ外せばよい市町がある

etc…

容器包装廃棄物の出し方は、住んでる市町の
「ごみの分け方・出し方」をよく確認しましょう



受講者の皆様にお願い

○まずは、市町の分別ルールを理解

○次に、他の人に、市町の分別ルールを守るよう声かけ

一部の人のいい加減なゴミの出し方が、きれいに分別

した貴重な「資源」を汚し、リサイクルを困難にします。

ゴミも、貴重な資源まる

ご協力よろしくまる



食品ロス問題

令和元（2019）年11月５日（火）
かしこい消費者講座

栃木県環境森林部廃棄物対策課



■ 食品ロスって？

○ まだ食べられるのに捨てられているもったいない食べ物

○ 事業者、家庭のどちらからも発生

○ R1.10.1「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行

⇒国、地方公共団体、事業者、消費者が協力して食品ロ

ス削減を推進



■ どのくらい発生しているの？（全体量）

出典：農林水産省「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」



■ どのくらい発生しているの？（事業系）

消費者庁「食品廃棄物等の利用状況等(平成28年度推計)＜概念図＞」から作成

食品製造業, 137万トン

食品卸売業, 16万トン

食品小売業, 66万トン

外食産業, 133万トン

事業者別の食品ロス排出量

食品ロス, 

352万トン
その他の食品廃棄物,

1618万トン

H28事業系食品廃棄物排出量
全体（1,970万トン）のうち約２割が食品ロス



■ どのくらい発生しているの？（家庭系）

消費者庁「食品廃棄物等の利用状況等(平成28年度推計)＜概念図＞」から作成

食品ロス, 291万トン

その他の食品廃棄物, 498万トン

H28家庭系食品廃棄物排出量
全体（789万トン）のうち約３割が食品ロス

食べ残し

直接廃棄

過剰除去



■ 私たちにできること（家庭編）

→クックパッド「消費者庁のキッチン」をチェック！



■ 私たちにできること（スーパー編）

○「すぐに食べる」食品は、賞味期限や消費期限が近い商品の購入しましょう！

➢賞味期限：未開封できちんと保管した場合に、おいしく食べることができる期限

➢消費期限：未開封できちんと保管した場合に、安全に食べることができる期限



■ 私たちにできること（宴会編）

○ 宴会場の食べ残しは、レストランの５倍以上発生

⇒ 適量注文を徹底。宴会時にとちぎ食べきり15運動の実施。

〇 とちぎ食べきり１５運動？？

栃木県では、宴会の始めと終わりの15分間は、席で
料理をおいしくいただく｢食べきり１５（いちご）タ
イム｣とする｢とちぎ食べきり１５（いちご）運動｣を
推進しています。

詳しくはチラシをチェック！



循環型社会を形成するための法体系

環境基本法 Ｈ6.8完全施行

循環型社会形成推進基本法 Ｈ13.1完全施行

環境基本計画 H6.12 

循環型社会形成推進基本計画 H15.3

個別物品に応じた仕組み

一般的な仕組みの確立

グリーン購入法 H13.4完全施行

廃棄物の適正処理 リサイクルの推進

出展:環境省

容器包装
リサイクル法

H9.4 一部施行
H12.4 完全施行

廃棄物処理法 S46.9施行資源有効利用促進法 Ｈ13.4完全施行

H13.4 完全施行

家電
リサイクル法

食品
リサイクル法

H13.5 完全施行 H14.5 完全施行

建設
リサイクル法

自動車

リサイクル法

H17.1 完全施行

小型家電
リサイクル法

H25.4 施行
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各リサイクル法
法律 概要 消費者の役割・責務

容器包装リサイクル法 容器包装の定義
再商品化

分別排出
リユース、過剰包装抑制

家電リサイクル法 対象家電の定義（4品目）
再商品化

適正な引渡し
リサイクル料金の支払い

食品リサイクル法 食品廃棄物の排出抑制
再生利用

食品廃棄物発生抑制
食品循環資源利用製品の利用

建設リサイクル法 建設資材の再資源化
対象工事の定義

分別解体計画等の届出提出

自動車リサイクル法 使用済自動車のリサイクル
フロン類の回収

リサイクル料金の負担

小型家電リサイクル法 対象家電の定義（28品目）
再資源化

分別排出

グリーン購入法 リサイクル製品等環境物品
の優先調達

環境物品等の選択
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廃棄物処理施設
に対する

県民理解促進
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廃棄物処理施設に対する県民理解促進

廃棄物処理施設は、一般家庭から出るごみや
住宅の解体工事、製造工場から出るごみ等を処
理する、県民の生活や地域の経済活動を支える
ために必要不可欠なものです。



廃棄物処理施設に対する県民理解促進
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・廃棄物処理施設の役割

○廃棄物の適正処理 ⇒ 生活環境の保全等

○廃棄物の再資源化 ⇒ 循環型社会の形成

○廃棄物・リサイクル産業の市場拡大
⇒ 地域経済の活性化等

この他、非常災害時には、災害廃棄物等の円滑

かつ迅速な処理により地域の復旧に貢献できる。



廃棄物処理施設に対する県民理解促進
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平成28(2016)年度県政世論調査より

＜廃棄物処理施設に対する県民のイメージ＞
問：あなたは「産業廃棄物処理施設」にどのようなイメージがあ

りますか。（複数回答可）

1.8

2.3

7.2

10.0

15.4

16.0

25.7

33.7

53.7

0 10 20 30 40 50 60

その他

無回答

特にイメージはない

火災等の事故があり危険である

地域の印象が悪くなる

どのようなことをしているのかよく分からない

公害防止対策がきちんとなされている

環境汚染や健康被害のおそれがある

資源のリサイクルに取り組んでいる

(n=1,373)

(%)



廃棄物処理施設に対する県民理解促進
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廃棄物処理施設は「迷惑施設」と捉えられて
しまう現状があります。

県民理解

廃棄物処理施設の重要性や安全性について

正確な情報を発信（関係団体とも連携）



県民理解促進事業
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◆環境学習出前授業

処理施設の役割を知り、処理施設の必要性や重要性について理解を深め
てもらう。

平成27(2015)年度から：県内小学校（４年生以上）延べ23校

（Ｒ１.10月時点）
＜授業の様子＞ ＜パッカー車（ごみ収集車）の見学＞



県民理解促進事業
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◆廃棄物処理施設紹介動画「廃棄物処理施設探検隊」

処理施設の役割などを紹介する動画をYouTubeで公開。

これまでに、たい肥化施設や焼却施設など計13施設に

ついて動画を作成。

※とちぎインターネット放送局でも御覧いただけます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/tib/index.html

チラシ

みんなも見てみるまる～☆☆



県民理解促進事業
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◆ごみ処理施設見学コンシェルジュ事業

【対 象】県民及び県内に所在する事務所・団体など

(小学校４年生以上。小学生には引率者が必要。)

【募集期間】令和元(2019)年12月25日（水）まで

【内 容】「ごみ処理施設」を直接見学し、ごみ処理やリ

サイクルへの理解を深めるため、県が、見学希

望に合わせた見学先の提案・調整、見学先

でのエスコートを行います。

リーフ
レット


